申請資格に係る申立書

年　　月　　日　
釧路市教育委員会　教育長　様
　　　　　　　　　　　　　　　（団体所在地）

（団　体　名）

（代表者氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　

（電話番号）

　釧路市阿寒湖畔スポーツ広場に係る指定管理者の指定の申請に当たり、釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１７年釧路市規則第３０号）第３条第１号、第２号及び第４号のいずれにも該当しないことを申し立てます。
　また、当団体が同条第４号に該当するか否かを審査するため、釧路市が、釧路方面釧路警察署長に対して、必要な情報を提供し、照会することについて了承します。
釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 抜粋

（申請者の欠格事項）

第３条　条例第４条の規定による申請をしようとする法人等は、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの

(2) 当該法人等の責めに帰すべき事由により法第２４４条の２第１１項の規定により指定管理者の指定を取り消された日から２年を経過しないもの

(3) 釧路市税又は消費税及び地方消費税を滞納しているもの
(4) 釧路市暴力団排除条例（平成２４年釧路市条例第３３号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団関係事業者
(5) 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の決定を受けた法人又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）その他の法令の規定に基づき清算の目的の範囲内において存続する法人

(6) 代表者が次のいずれかに該当する法人以外の団体

ア　成年被後見人又は被保佐人

イ　破産者で復権を得ていないもの

（様式第４号）








